
【資料１】

「中・西毛交通圏タクシー特定地域協議会設置要綱」

「東毛交通圏タクシー特定地域協議会設置要綱」



中・西毛交通圏タクシー特定地域協議会設置要綱（案）

制定平成２１年１１月 ９日

一部改正平成２２年１１月１０日

一部改正平成 年 月 日

（目的）

第１条 中・西毛交通圏タクシー特定地域協議会（以下「協議会」という。）は、特定地

域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（平成

２１年法律第６４号。以下「法」という。）の規定に基づき、埼玉県及び群馬県中・西

毛交通圏（以下「特定地域」という。）の関係者の自主的な取組を中心として、当該特

定地域の一般乗用旅客自動車運送事業（以下「タクシー事業」という。）の適正化及び

活性化を推進することにより、一般乗用旅客自動車運送（以下「タクシー」という。）

が、地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするために必要となる地域計

画の作成等を行うために設置するものとする。

（定義）

第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。

２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車をいう。

３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタクシー事業者の

組織する団体をいう。

４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織する団体をいう。

５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身近な団体又は

組織の代表者をいう。

（実施事項）

第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。

(１) 地域計画の作成

(２) 次に掲げる地域計画の実施に係る連絡調整

① 地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合における当該事業の

関係者の招集

② 地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対する必要な協力の

要請

③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める地域計画の実施に係る連絡調整

(３) 特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次に掲げる

事項の協議

① 協議会の運営方法

② ①に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項



（協議会の構成員）

第４条 協議会の構成員は、以下(１)から(８)の種別毎に次に掲げる者とし、任期は平成２４

年９月３０日までとする。

（注） (１)～(５)は、法第８条第１項に規定する構成員、(６)～(８)は、同第２項に規定

する構成員。

(１) 関東運輸局長又はその指名する者

(２) 関係地方公共団体の長

①群馬県知事又はその指名する者

②群馬県前橋市長又はその指名する者

③群馬県高崎市長又はその指名する者

(３) タクシー事業者等

①群馬県ハイヤー協会長

②群馬県ハイヤー協会副会長

③群馬県ハイヤー協会中毛支部長

②群馬県ハイヤー協会前橋地区会長

③群馬県ハイヤー協会伊勢崎地区会長

④群馬県ハイヤー協会西毛支部長

⑤群馬県個人タクシー協会長

(４) 労働組合等

①全自交群馬地方連合会 執行委員長

②全国交通運輸労働組合総連合群馬県支部 副委員長

(５) 地域住民の代表

①坂本棟男 （前橋市在住：食とみどり、水を守る群馬県民会議）

②清野紀美子（高崎市在住：生活協同組合コープぐんま）

(６) 学識経験者

①大島登志彦（高崎経済大学経済学部教授）

(７) その他タクシー事業の適正化及び活性化に資する他の事業を営む者

①東日本旅客鉄道株式会社高崎支社長又はその指名する者

②上信電鉄株式会社社長又はその指名する者

③社団法人群馬県バス協会長又はその指名する者

(８) その他協議会が必要と認める者

①群馬県警察本部交通部交通規制課長又はその指名する者

②群馬労働局労働基準部監督課長又はその指名する者

（協議会の運営）

第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

２ 会長は、協議会を代表をする。

３ 会長の任期は平成２４年９月３０日までとする。

４ 会長に事故等がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

５ 協議会に座長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。



６ 座長は、協議会の協議の場を総括する。

７ 座長に事故等がある場合には、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。

８ 座長の任期は平成２４年９月３０日までとする。

９ 協議会には事務局を設置する。

10 事務局には事務局長をおく。事務局長は会長が指名し、協議会に報告する。

11 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。

12 事務局長の任期は平成２４年９月３０日までとする。

13 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとす

る。

(１) 会長及び座長の選出を議決する場合 法第８条第１項及び第２項各号に掲げる協議

会の構成員において、タクシー事業者等及び労働組合等はそれぞれ種別毎に１個の議

決権とし、その他の構成員については各自１個の議決権を与える。合計１４個の議決

権とし、議決権の過半数以上に当たる多数をもって行う。

(２) 設置要綱の変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① 関東運輸局長が合意していること。

② 協議会の構成員である地方公共団体の長が全て合意していること。

③ 設置要綱の変更について合意しているタクシー事業者が特定地域内の営業所に配

置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が当該

特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

④ 設置要綱の変更について合意しているタクシー協会等の構成員となっているタク

シー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会

の構成員であるタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業者が当該特定地

域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

⑤ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意していること。

⑥ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意していること。

⑦ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意していること。

(３) 地域計画を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① (２)①から⑥までに掲げる要件を満たしていること。

② 地域計画に合意したタクシー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシー車

両の台数の合計が、当該特定地域内の営業所に配置されるタクシー車両の総台数の

過半数であること。

③ 協議会の構成員である関係行政機関が全て合意していること。

④ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）の過半数

が合意していること。

⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち地域計画に定められた事業の

実施主体とされたものが合意していること。

(４) (１)から(３)まで以外の議決を行う場合、(１)の議決方法を持って決することとする。

14 協議会は、地域計画作成後も定期的に開催することとする。

15 前項に掲げるもののほか、会長は必要に応じて、協議会を開催することができるもの

とし、協議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるものとす



る。

16 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、議

決事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。

17 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものとする。また、

必要に応じて代理出席を認めることができるものとする。

（その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議

会に諮り定める。



東毛交通圏タクシー特定地域協議会設置要綱

制定平成２１年１１月９日

（目的）

第１条 東毛交通圏タクシー特定地域協議会（以下「協議会」という。）は、特定地域に

おける一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（平成２１

年法律第６４号。以下「法」という。）の規定に基づき、東毛交通圏（以下「特定地域」

という。）の関係者の自主的な取組みを中心として、当該特定地域の一般乗用旅客自動

車運送事業（以下「タクシー事業」という。）の適正化及び活性化を推進することによ

り、一般乗用旅客自動車運送（以下「タクシー」という。）が、地域公共交通としての

機能を十分に発揮できるようにするために必要となる地域計画の作成等を行うために設

置するものとする。

（定義）

第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。

２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車をいう。

３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタクシー事業者の

組織する団体をいう。

４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織する団体をいう。

５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身近な団体又は

組織の代表者をいう。

（実施事項）

第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。

(１) 地域計画の作成

(２) 次に掲げる地域計画の実施に係る連絡調整

① 地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合における当該事業の

関係者の招集

② 地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対する必要な協力の

要請

③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める地域計画の実施に係る連絡調整

(３) 特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次に掲げる

事項の協議

① 協議会の運営方法

② ①に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項

（協議会の構成員）

第４条 協議会の構成員は、以下(１)から(８)の種別毎に次に掲げる者とし、任期は平成２４

年９月３０日までとする。



（注） (１)～(５)は、法第８条第１項に規定する構成員、(６)～(８)は、同第２項に規定

する構成員。

(１) 関東運輸局長又はその指名する者

(２) 関係地方公共団体の長

①群馬県知事又はその指名する者

②群馬県太田市長又はその指名する者

③群馬県桐生市長又はその指名する者

(３) タクシー事業者等

①群馬県ハイヤー協会長

②群馬県ハイヤー協会館林地区会長

③群馬県ハイヤー協会太田地区会長

④群馬県ハイヤー協会桐生地区会長

(４) 労働組合等

①全自交群馬地方連合会 執行委員長

②全国交通運輸労働組合総連合群馬県支部 副委員長

(５) 地域住民の代表

①笠原 進一（太田市在住：食とみどり・水を守る太田市民会議）

②上野 ひさ（桐生市在住：群馬県退職女性教職員の会）

(６) 学識経験者

①大島登志彦（高崎経済大学経済学部教授）

(７) その他タクシー事業の適正化及び活性化に資する他の事業を営む者

①東日本旅客鉄道株式会社高崎支社長又はその指名する者

②東武鉄道株式会社経営企画部課長又はその指名する者

③社団法人群馬県バス協会長又はその指名する者

(８) その他協議会が必要と認める者

①群馬県警察本部交通部交通規制課長又はその指名する者

②群馬労働局労働基準部監督課長又はその指名する者

（協議会の運営）

第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

２ 会長は、協議会を代表をする。

３ 会長の任期は平成２４年９月３０日までとする。

４ 会長に事故等がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

５ 協議会に座長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

６ 座長は、協議会の協議の場を総括する。

７ 座長に事故等がある場合には、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。

８ 座長の任期は平成２４年９月３０日までとする。

９ 協議会には事務局を設置する。

10 事務局には事務局長をおく。事務局長は会長が指名し、協議会に報告する。

11 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。



12 事務局長の任期は平成２４年９月３０日までとする。

13 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとす

る。

(１) 会長及び座長の選出を議決する場合 法第８条第１項及び第２項各号に掲げる協議

会の構成員において、タクシー事業者等及び労働組合等はそれぞれ種別毎に１個の議

決権とし、その他の構成員については各自１個の議決権を与える。合計１４個の議決

権とし、議決権の過半数以上に当たる多数をもって行う。

(２) 設置要綱の変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① 関東運輸局長が合意していること。

② 協議会の構成員である地方公共団体の長が全て合意していること。

③ 設置要綱の変更について合意しているタクシー事業者が特定地域内の営業所に配

置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が当該

特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

④ 設置要綱の変更について合意しているタクシー協会等の構成員となっているタク

シー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会

の構成員であるタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業者が当該特定地

域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

⑤ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意していること。

⑥ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意していること。

⑦ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意していること。

(３) 地域計画を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① (２)①から⑥までに掲げる要件を満たしていること。

② 地域計画に合意したタクシー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシー車

両の台数の合計が、当該特定地域内の営業所に配置されるタクシー車両の総台数の

過半数であること。

③ 協議会の構成員である関係行政機関が全て合意していること。

④ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）の過半数

が合意していること。

⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち地域計画に定められた事業の

実施主体とされたものが合意していること。

(４) (１)から(３)まで以外の議決を行う場合、(１)の議決方法を持って決することとする。

14 協議会は、地域計画作成後も定期的に開催することとする。

15 前項に掲げるもののほか、会長は必要に応じて、協議会を開催することができるもの

とし、協議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるものとす

る。

16 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、議

決事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。

17 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものとする。また、

必要に応じて代理出席を認めることができるものとする。



（その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議

会に諮り定める。





【資料２】

東日本大震災によるタクシー事業への影響について

第６回 中・西毛交通圏タクシー特定地域協議会
東 毛交通圏タクシー特定地域協議会

平成２３年７月２２日

群馬県ハイヤー協会
http://www.gunmaken-taxi.com/



東日本大震災によるタクシー事業への影響例

・震災直後の停電により、営業所によっては無線・電話がつながらなくなり、運送の申込みの対応が
困難。その後の計画停電の実施により同様の事態が発生。
・燃料不足により、運転者の通勤に支障をきたし、通勤出来ない運転者が発生。
・計画停電の影響により電車が運休し、駅からの利用者が減ったことでタクシー需要が減少｡
・県民の自粛傾向が高まり、夜のタクシー需要が大幅に減少。
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【資料３】

特定地域におけるタクシーの車両数等について

第６回 中・西毛交通圏タクシー特定地域協議会
東 毛交通圏タクシー特定地域協議会

平成２３年７月２２日

関東運輸局 群馬運輸支局



特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する
特別措置法施行後の経緯について（中・西毛交通圏及び東毛交通圏）

平成２１年１０月１日

中
・西
毛
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、
東
毛
交
通
圏

タ
ク
シ
ー
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定
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域
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会
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置
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催

特
措
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２
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会
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会
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地域計画案
の提示
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請

平成２２年８月１０日

中･西毛交通圏
及び

東毛交通圏
全事業者

平成２２年５月１０日
～６月１１日

（法人タクシー）

平成２２年８月２７日

（個人タクシー）
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第
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フォローアップ
（検証）

平成２３年７月２２日



特措法施行後のタクシー業界について

【中・西毛交通圏】 【東毛交通圏】

【申請（合併）】
○被合併法人：日本中央交通株式会社
合併法人 ：日本中央観光有限会社

（認可日：H22.8.4）
○被合併法人：上信ハイヤー株式会社
合併法人 ：群馬タクシー株式会社

（認可日：H22.12.16）

【申請（譲渡譲受）】
○譲受人：つつじ観光バス株式会社
譲渡人：有限会社多々良タクシー

（認可日：H22.12.24）

【届出（減車等）】
減 車 １９者 ６１両
事 業 廃 止 ２者 ３１両
事業再構築（休車） １者 １両
事業再構築（減車） ２者 ３両

【届出（減車・廃止）】
減 車 １２者 ４４両
事 業 廃 止 １者 ５両
事業再構築（減車） ２者 ５両

H23.6.30現在
事業者数：１４者 車両数：３７４両

（基準日からの減車率：１２．６％）

H23.6.30現在
事業者数：４５者 車両数：１，１４７両

（基準日からの減車率：７．７％）

基準日：H21.7.16
事業者数： 49者 車両数：1,243両

基準日：H20.7.10
事業者数： 16者 車両数： 428両

H13年度実働率
（７３％）

H２３年６月末現在
の車両数との差

実働率９０％ 実働率８０％

適正車両数 ８００ ９００ １，０００

３４７ ２４７ １４７

H13年度実働率
（７６％）

H２３年６月末現在
の車両数との差

実働率９０％ 実働率８０％

適正車両数 ３００ ３５０ ３５０

７４ ２４ ２４

－２－
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中・西毛交通圏における規制緩和後の車両数等について

○規制緩和後の車両数は、既存事業者の撤退及び減車が行われたため、減少傾向。
○平成２３年６月末現在の車両数は、規制緩和後の平成１３年度末のピーク時車両数と比べると約２０％

平成２１年７月の特特地域指定日からは約８％減少。
○実働１日１車当たり収入は、規制緩和後、減少傾向にあり、平成１７年度から１９年度の間は若干持ち

直し たが、その後は、再び減少傾向であったが、平成２２年度は若干上昇傾向。
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東毛交通圏における規制緩和後の車両数等について

○規制緩和後の車両数は、新規参入及び当該事業者の増車等と、既存事業者の撤退及び減車が同程
度行われたため、数年にわたり横並びで推移。

○平成２３年６月末現在の車両数は、規制緩和後の平成１６年のピーク時車両数と比べると約１８％、
平成２０年７月の特特地域指定日からは約１３％減少。

○実働１日１車当たり収入は、規制緩和後、一貫して減少傾向にあったが、平成２２年度は若干上昇。
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H２３．６月末現在

中・西毛交通圏（４５事業者）

１～１０両 １１両～２０両 ２１両～３０両 ３１両～４０両 ４１両～５０両 ５１両～１００両 　１０１両～
１８者 ８者 ９者 ３者 １者 ４者 ２者
40% 18% 20% 7% 2% 9% 4%

東毛交通圏（１４事業者）

１～１０両 １１両～２０両 ２１両～３０両 ３１両～４０両 ４１両～５０両 ５１両～１００両 　１０１両～
３者 ３者 ３者 ２者 ２者 ２者 ０者
21% 21% 21% 12% 12% 12% 0%

‐５‐

特定地域における事業規模について（車両数）

40% 18% 20% 7% 2% 9% 4%
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現時点における供給力の削減（減休車）による影響

-10-

○平成23年3月～5月の実績については、東日本大震災の影響等により、昨年
度同時期と比較すると概ね低下

○本年6月においては、日車営収・日車実車キロ・日車人員・日車回数は前年
同月の水準まで増加

＜共通＞

○平成22年度の日車営収は前年度比で530円増加したが、東毛交通圏の増加
額833円と比較した場合、増加額は低い

○基準日である平成21年7月16日からの減車率は7.7％であり、適正車両数と
大幅に乖離

○平成22年度の日車営収は前年度比で増加するなど、供給力の削減は必ずし
も営業収入の減少に繋がっていない

○平成21年度に22両、平成22年度に14両と削減が行われ、基準日である平成
20年7月10日からの減車率は12.6％

中･西毛交通圏

東毛交通圏



供給力削減状況
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31000
32000
33000

法施行日

（H22.10）
現在

（H23.4.7）
事業再

構築後

5500

5700

5900

6100

6300

6500

6700

6900

7100

法施行日

（H22.10）
現在

（H23.4.7）
事業再

構築後

11500

12000

12500

13000

13500

14000

14500

15000

15500

16000

法施行日

（H22.10）
現在

（H23.4.7）
事業再

構築後

300

320

340

360

380

400

法施行日

（H22.10）
現在

（H23.6末）
事業再

構築後

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

法施行日

（H22.10）
現在

（H23.6末）
事業再

構築後

東京都特別区・武三交通圏 名古屋交通圏 大阪市域交通圏

中・西毛交通圏 東毛交通圏

32,022

27,988 27,939

6,873

6,046 6,044

15,697

13,553 13,422

1,147 1,1471,157 386

374 372

※1 ・・・・タクシー適正化・活性化法の

附帯決議を踏まえ、需給調整を実施していた際の手
法により算定し、協議会で示された適正車両数の上
限と下限

※2 【 】内の数値は、

「事業再構築後の台数÷適正車両数の上限×100」

350

300

1,000

800

26,500

23,500

5,848

5,524

13,500

12,000

【105.4%】 【103.4%】 【99.4%】

【114.7%】 【106.2%】
－１１－



47,415 

45,646 
44,885 

43,937 
42,994 

46,823 

41,078 40,585 42,089 

40,184 
38,242 

39,970 

41,283 

37,835 37,449 

39,376 39,235 

43,589 

37,770 
39,437 

41,305 

40,953 

37,366 

39,547 

42,218 

39,398 

41,301 
40,718 40,345 

46,090 

39,630 

41,744 

38,492 

30,000 
32,000 
34,000 
36,000 
38,000 
40,000 
42,000 
44,000 
46,000 
48,000 
50,000 

７月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（円）
H20.7～ H21.7～ H22.7～

72,906 

68,041 

69,021 

72,409 

67,980 

73,464 

68,184 

64,955 

71,459 70,724 
68,918 

70,481 

73,062 

68,921 

68,909 

71,894 

68,564 

72,889 

67,805 

64,343 

71,434 

69,017 

66,557 67,110 67,972 

64,821 
64,101 65,356 

63,433 
65,243 

61,501 
57,861 

63,790 

55,000 

60,000 

65,000 

70,000 

75,000 

７月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（両）
H20.7～ H21.7～ H22.7～

2,806 2,817 2,822 2,805 
2,779 2,776 2,782 2,757 2,760 2,759 2,758 2,758 

2,758 2,758 

2,674 2,680 2,670 2,662 2,654 2,655 2,639 

2,565 
2,534 

2,469 

2,440 
2,400 2,378 2,356 

2,292 2,280 2,280 2,280 2,279 

2,200 

2,300 

2,400 

2,500 

2,600 

2,700 

2,800 

2,900 

７月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（両）
H20.7～ H21.7～ H22.7～

3,457 

3,106 3,098 
3,181 

2,923 

3,440 

2,801 

2,636 

3,008 

2,842 

2,636 

2,817 
3,016 

2,608 

2,580 

2,831 

2,690 

3,177 

2,561 
2,537 

2,951 
2,826 

2,487 
2,654 

2,870 

2,554 

2,647 

2,661 
2,559 

3,007 

2,437 2,415 2,455 

2,000 

2,200 

2,400 

2,600 

2,800 

3,000 

3,200 

3,400 

3,600 

７月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（百万円） H20.7～ H21.7～ H22.7～

車両数

- １２ -

法施行

減・休車開始

法施行 減・休車開始

法施行

減・休車開始

減・休車開始
法施行

東京都特別区・武三交通圏の状況について（原計事業者３３者実績）

延べ実働車両数（各車両が稼動した日数の月間累計）

営業収入 日車営収（ 実働１日１車当たりの運送収入）



33,798 
32,994 

31,661 31,252 
30,804 

34,401 

31,485 

30,169 

30,471 
29,334 

26,766 

28,282 

30,297 

29,336 

27,985 
28,256 28,605 

32,561 

29,822 
28,833 

30,637 
29,933 

27,709 
29,130 

30,912 30,267 
29,589 29,626 

29,168 

33,431 

30,625 

30,115 

24,000 

26,000 

28,000 

30,000 

32,000 

34,000 

36,000 

７月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（円）

H20.7～ H21.7～ H22.7～

2,910 

2,734 
2,640 2,671 

2,557 

2,961 

2,571 

2,364 
2,512 

2,427 

2,182 
2,332 

2,555 
2,404 

2,236 2,278 2,243 

2,615 

2,294 

2,122 2,374 
2,297 

2,100 

2,227 

2,394 

2,267 
2,173 2,177 

2,103 

2,474 

2,144 
1,998 

1,500 
1,700 
1,900 
2,100 
2,300 
2,500 
2,700 
2,900 
3,100 
3,300 

７月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（百万円）

H20.7～ H21.7～ H22.7～

86,101 

82,864 83,383 
85,467 

83,010 

86,074 

81,657 

78,359 

82,438 82,738 
81,522 82,456 

84,332 
81,947 

79,901 80,621 
78,412 

80,312 

76,922 

73,596 

77,489 76,738 75,787 76,451 77,446 
74,899 

73,439 73,482 
72,099 

74,016 

69,993 

66,350 

60,000 

65,000 

70,000 

75,000 

80,000 

85,000 

90,000 

７月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（両）
H20.7～ H21.7～ H22.7～

3,390 3,387 3,388 3,387 3,386 3,385 3,377 3,375 3,376 3,340 3,333 3,332 

3,332 3,331 
3,260 

3,191 3,179 3,166 3,165 3,159 3,155 3,154 3,151 3,148 3,144 3,123 
3,006 

2,942 
2,914 2,899 

2,817 2,770 

2,400 

2,600 

2,800 

3,000 

3,200 

3,400 

3,600 

７月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（両）
H20.7～ H21.7～ H22.7～

大阪市域交通圏の状況について（原計事業者２８者実績）

車両数

法施行
減・休車開始

法施行

減・休車開始

法施行
減・休車開始 減・休車開始

法施行

延べ実働車両数（各車両が稼動した日数の月間累計）

営業収入 日車営収（ 実働１日１車当たりの運送収入）

- １３ -



31,694 

29,675 29,160 28,740 28,263 

31,974 

27,181 

26,252 

26,681 

25,678 
24,244 

25,781 

26,843 

24,487 23,988 
24,340 24,708 

28,981 

24,607 24,872 
26,301 

25,881 

23,988 

25,680 

27,699 

25,726 26,014 26,441 
25,787 

30,786 

26,301 

26,644 

17,000 
19,000 
21,000 
23,000 
25,000 
27,000 
29,000 
31,000 
33,000 
35,000 

７月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（円）
H20.7～ H21.7～ H22.7～

5,387 

4,744 4,708 
4,877 

4,532 

5,537 

4,397 

3,998 

4,525 
4,352 

4,095 

4,363 

4,751 

4,127 

4,030 

4,267 
4,076 

5,121 

4,070 
3,848 

4,475 
4,326 

3,913 

4,194 

4,640 

4,084 

4,078 

4,256 
4,000 

5,024 

3,963 
3,775 

3,000 

3,500 

4,000 

4,500 

5,000 

5,500 

6,000 

７月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（百万円）
H20.7～ H21.7～ H22.7～

169,971 

159,866 161,453 

169,696 

160,353 

173,172 

161,769 

152,294 

169,595 

169,482 
168,908 

169,230 

176,991 

168,537 
167,998 

175,306 

164,970 

176,705 

165,398 

154,715 

170,146 

167,152 
163,123 163,318 

167,518 

158,748 
156,762 

160,962 

155,117 

163,193 

150,678 

141,685 140,000 
145,000 

150,000 

155,000 
160,000 

165,000 
170,000 

175,000 

180,000 

７月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（両）

H20.7～ H21.7～ H22.7～

6,865 6,874 6,885 6,886 6,898 6,923 6,933 6,863 6,871 6,836 6,805 6,812 

6,799 6,815 6,767 6,751 6,778 6,776 6,775 6,774 6,774 6,759 6,749 6,706 

6,493 
6,373 

6,269 6,230 6,204 6,187 
6,075 

5,977 

5,500 
5,700 
5,900 
6,100 
6,300 
6,500 
6,700 
6,900 
7,100 
7,300 
7,500 

７月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（両）
H20.7～ H21.7～ H22.7～

名古屋交通圏の状況について（協会加盟９２者実績）

車両数

法施行

減・休車開始

法施行

減・休車開始

法施行

減・休車開始
減・休車開始法施行

延べ実働車両数（各車両が稼動した日数の月間累計）

営業収入 日車営収（ 実働１日１車当たりの運送収入）

- １４ -



22,628
22,058

20,159
20,558

20,549

22,932

19,776

18,575
19,009 19,082

17,584
17,921

18,654
18,320

17,158 17,313
17,555

20,560

18,079 18,004

19,067
19,055

17,608
18,324

19,643
19,069

18,099
18,754

18,363

21,432

18,406 18,761

18,163
17,685

17,200 

18,360 

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

H20.7～ H21.7～ H22.7～

618

583

532
565

528

636

520

458

521 512

469
478

518
488

454
484

461

577

471
442

506
491

451
469

514
485

455
482

455

557

448
428

459
433 421

452

300

350

400

450

500

550

600

650

700

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

H20.7～ H21.7～ H22.7～

27,338 
26,453 

26,405 

27,487 

25,711 

27,760 

26,317 

24,662 

27,439 
26,864 26,696 26,704 

27,801 

26,666 
26,492 

27,973 

26,267 

28,099 

26,095 

24,580 

26,564 
25,802 

25,658 

25,604 

26,206
25,463 25,143

25,753

24,831

25,993

24,377

22,845

25,275

24,530 24,515 24,626 

20,000 

21,000 

22,000 

23,000 

24,000 

25,000 

26,000 

27,000 

28,000 

29,000 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

H20.7～ H21.7～ H22.7～

1,292 1,291 1,290 1,284 1,281 1,277 
1,262 1,260 1,255 1,253 1,250 1,248 1,240 1,240 1,237 1,236 1,233 1,231 
1,223 1,223 

1,210 

1,179 
1,166 1,164 1,163 1,159 1,157 1,157 1,155 1,151 1,150 1,148 1,148 

1,148 1,148 1,147 

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

H20.7～ H21.7～ H22.7～
車両数

- １５ -

法施行

減・休車開始

群馬県中・西毛交通圏の状況について

延べ実働車両数（各車両が稼動した日数の月間累計）

営業収入 日車営収（ 実働１日１車当たりの運送収入）

法施行

法施行

法施行

減・休車開始減・休車開始

減・休車開始

（両） （両）

（百万円） （円）



22,960
23,314

21,307
21,280

21,374

23,814

20,868

19,833
20,216

19,880

18,942 18,976

19,977

19,039
18,242

19,645
19,978

23,479

20,601
20,611

21,591 21,599

19,883
20,253

21,696
20,791

20,107 20,386
20,221

23,854

20,351

21,138
20,669

19,356
18,991

20,373

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

H20.7～ H21.7～ H22.7～

215 212

191
200

190

230

186

164

185
178

168
170

185

171
162

182

174

222

180

166

194
188

172 174

192

178
171

177

167

211

167

158
169

159 158
169

140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

H20.7～ H21.7～ H22.7～

9,396
9,097 8,990

9,442

8,929

9,670

8,956

8,316

9,156
8,998 8,872 8,9609,298

8,994 8,917
9,287

8,748

9,483

8,747

8,090

8,999
8,721 8,679

8,607
8,861

8,588 8,520
8,690

8,285

8,854

8,237

7,492

8,219 8,261
8,352 8,310

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

H20.7～ H21.7～ H22.7～

427 423 423 422 419 416
413 412 410 408 407 406405 405

400 400 400 396 396
393

388 388 387 387

386 386 386 386 386 386 385 382
374 374 374 374

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

H20.7～ H21.7～ H22.7～

車両数

- １６ -

法施行

減・休車開始

群馬県東毛交通圏の状況について

延べ実働車両数（各車両が稼動した日数の月間累計）

営業収入 日車営収（ 実働１日１車当たりの運送収入）

法施行

減・休車開始

減・休車開始

法施行

法施行

減・休車開始

（両） （両）

（百万円） （円）



【資料４】
第６回 中・西毛交通圏タクシー特定地域協議会

東 毛交通圏タクシー特定地域協議会

タクシー事業者の主な取り組みについて

平成２３年７月２２日

群馬県ハイヤー協会
http://www.gunmaken-taxi.com/



県内からの「羽田・成田定額タクシー」について

認可日 ： 平成２２年９月２２日

・Aコース（高速道路使用）：133.5ｋｍ

高崎市～上信越道藤岡IC～関越道～（大泉JCT）
～東京外環道～（美女木JCT）～首都高～（板橋JCT）
～東京国際空港（羽田）

・Bコース（高速道路及び一般道使用）：122.1ｋｍ

高崎市～上信越道藤岡IC～関越道～練馬IC
～一般道～（護国寺ランプ）首都高～東京国際空港

車種区分

大型車

普通車

定額運賃
深夜早朝割増適用
運賃

障害者割引・運転免許返
納者割引適用運賃

深夜早朝割増及び障害者割
引・運転免許返納者割引適
用運賃

40,000～42,000円

40,000円 48,000円

48,000～51,000円 36,000～37,800円 43,200～45,900円

36,000円 43,200円

車種区分

大型車

普通車

定額運賃
深夜早朝割増適用
運賃

障害者割引・運転免許返
納者割引適用運賃

深夜早朝割増及び障害者割
引・運転免許返納者割引適
用運賃

36,000～39,000円

36,000円 44,000円

44,000～47,000円 32,400～35,100円 39,600～42,300円

32,400円 39,600円

前橋市内から

東京国際空港（羽田）

中・西毛交通圏

－１－

Aコース＜高崎～羽田＞

Bコース＜高崎～羽田＞

高崎市内から

・Aコース（高速道路使用）：137.9ｋｍ

前橋市～北関東道～関越道～（大泉JCT）
～東京外環道～（美女木JCT）～首都高～（板橋JCT）
～東京国際空港（羽田）

車種区分

大型・普通車

定額運賃
深夜早朝割増適用
運賃

障害者割引・運転免許返
納者割引適用運賃

深夜早朝割増及び障害者割
引・運転免許返納者割引適
用運賃

41,000円 49,000円 36,900円 44,100円

Aコース＜前橋～羽田＞

車種区分

大型・普通車

定額運賃
深夜早朝割増適用
運賃

障害者割引・運転免許返
納者割引適用運賃

深夜早朝割増及び障害者割
引・運転免許返納者割引適
用運賃

37,000円 45,000円 33,300円 40,500円

Bコース＜前橋～羽田＞

・Bコース（高速道路及び一般道使用）：126.5ｋｍ

前橋市～北関東道～関越道～練馬IC～一般道
～（護国寺ランプ）首都高～東京国際空港

新東京国際空港（成田）

認可日 ： 平成２２年１２月９日

・（高速道路使用）：184.1ｋｍ

前橋市～北関東道～関越道～（大泉JCT）
～東京外環道～（川口JCT）～首都高～東関道
～東京国際空港（羽田）

車種区分

大型・普通車

定額運賃
深夜早朝割増適用
運賃

障害者割引・運転免許返
納者割引適用運賃

深夜早朝割増及び障害者割
引・運転免許返納者割引適
用運賃

55,000円 66,000円 49,500円 59,400円

前橋市内から

認可日 ： 平成２３年２月３日

＜前橋～成田＞



「駅から観タクン」の実施について

鉄道を利用して駅に降りた利用者が、観光バスやレンタカーでは訪れることが出来なかった観光名所・史跡など
を定額で設定されたタクシー運賃を利用することにより、安心して手軽に観光できるよう、地元のタクシー事業者
と東日本旅客鉄道株式会社が連携して商品化したもので、平成２１年４月の高崎駅発を皮切りに、群馬県内JR
全４駅にて運行を開始している。２時間で運賃は５，８００円から。

中・西毛交通圏

－２－

前橋駅＜平成２２年９月運行開始＞
①前橋名所巡り１コース（県庁他）
②前橋名所巡り２コース（朔太郎記念館他）
③柳生新陰流生誕の地上泉伊勢の守コース
④Ｔ－１グランプリ優勝ＴＯＮＴＯＮのまちおすすめコース
⑤１万４０００株のあじさいコース【季節限定】
⑥バラとスイーツコース【季節限定】

高崎駅＜平成２１年４月運行開始＞
①高崎名所巡り（県庁他）、
②古墳文化と神秘のシルク体験コース
③人気のラスク・ガトーフェスタハラダコース
④パワースポットの最高峰・榛名神社コース
⑤みさと芝桜公園コース【季節限定】
⑥スイーツ満喫コース【季節限定】

渋川駅＜平成２２年４月運行開始＞
①日本三大うどん水沢と伊香保石段散策コース
②あかぎのイチゴ狩りと白井宿コース【季節限定】
③おもちゃと人形自動車博物館・ぶどう狩りコース【季節限定】

沼田駅＜平成２２年４月運行開始＞
①自然の神秘吹割の滝コース【季節限定】

②たんばらラベンダーコース【季節限定】

上毛高原駅＜平成２２年４月運行開始＞
①わくわく体験法師温泉コース
②わくわく体験フルーツランドコース【季節限定】



観光タクシーネットワーク「ちいタク」の運行について

群馬県を訪れる観光客が、タクシーを乗り継ぐことでスムーズな観光地間の移動を可能にし、
県内観光スポットを満喫してもらうとともに、更なる誘客に繋げることを目的に実施。

全１０ルート

［わくわく 榛名コース］ 高崎駅⇔榛名神社⇔榛名湖⇔伊香保温泉

［つるつる 水沢コース］ 高崎駅⇔水澤うどん ⇔水澤観世音 ⇔伊香保温泉

［うきうき 渋川コース］ 伊香保温泉 ⇔群馬ｶﾞﾗｽ工芸美術館 ⇔道の駅「おのこ」 ⇔四万温泉

［きらら 中之条コース］ 伊香保温泉⇔中之条町つむじ（ふるさと交流ｾﾝﾀｰ）⇔四万湖⇔歐穴群⇔奥四万ダム⇔四万温泉
［ほかほか みなかみコース］ 四万温泉⇔中之条町つむじ（ふるさと交流ｾﾝﾀｰ）⇔道の駅水紀行館 ⇔水上温泉
［さらさら 四万コース］ 四万温泉⇔歐穴群⇔道の駅月夜野矢瀬親水公園 ⇔水上温泉

［ぷらぷら 子持コース］ 水上温泉 ⇔月夜野びーどろパーク ⇔道の駅こもち＆白い宿 ⇔伊香保温泉

［どきどき 月夜野コース］ 水上温泉 ⇔道の駅月夜野矢瀬親水公園 ⇔大理石村ロックハート城 ⇔伊香保温泉

［しみじみ 敷島コース］ 前橋・新前橋駅 ⇔敷島公園（朔太郎記念館・ばら園） ⇔水澤観世音⇔伊香保温泉

［とくとく 赤城コース］ 前橋・新前橋駅⇔道の駅ふじみ⇔聖酒造⇔伊香保温泉

－３－

【時間・運賃】

【運行開始日】 平成２２年１０月２３日

２時間 ： ８，８００円

２．５時間 ： １１，０００円

【運行開始までの経緯】

高崎市、渋川市、中之条町、みなかみ町、前橋市及び各市町観光協会、JR東日本高崎支社、
前記地区タクシー事業者、関係事業者が協議会にて、議論、協議を重ね運行開始に至る。

群馬県の主要駅と人気温泉地をつなぐ広域ネットワーク「ちいタク」。
２つの地点（乗車・降車地）は異なるルートから選ぶことができる。



（低公害車普及促進対策費補助金の活用）
自動車分野における地球温暖化対策及び大気汚染対策を推進する上で自動車運送事業者の環境

対策の促進を図ることが重要であることから、中小企業等が多く占める自動車運送事業者の次世代自
動車の導入を支援するもの。

EV（電気自動車）タクシーの導入計画について

《平成２２年度導入状況》

中西毛交通圏 ・・・・・ ３社、１０両

東毛交通圏 ・・・・・・ １社、 ２両

環境負荷の少ない車両の導入

中・西毛・東毛交通圏

－４－

《平成２３年度導入予定状況》

中西毛交通圏 ・・・・・ １社、１両

補助事業名：低公害車普及促進等対策費補助金
補助対象事業 ： 次世代自動車の導入
（電気自動車、CNG自動車、ハイブリット自動車等の導入）

補助対象事業者 ： 運送事業者等
要件、補助率：要綱による。
※参考：＜平成２２年度、電気自動車タクシー補助金交付額、

１台 ７８１，０００円＞
社団法人全国乗用自動車連合会も国と協調補助することで導入を支援。



＜普通車＞
初乗り： ２㎞ ７１０円
加算額：３０１m ９０円

＜小型車＞
初乗り： ２㎞ ６９０円
加算額：３１０m ９０円

タクシー運賃（群馬県Ａ地区） 自家用自動車諸費用（５年間）

○普通自動車1日あたり：3,126,580円÷（365日×5年）
＝ 1，713円

○軽自動車1日あたり ：2,320,130円÷（365日×5年）
＝ 1，271円

普通車・約4.1㎞、
小型車・約4.2㎞の
毎日の乗車が可能

タクシー運賃
1日あたりに
換算すると・・・

普通車・約5.6㎞、
小型車・約5.7㎞の
毎日の乗車が可能

単位（円）

費用一覧 普通自動車
(1300ｃｃ程度）

軽自動車

車両本体価格 1,500,000 1,000,000

購入時諸費用

自動車税・取得税・重量税・
消費税等

200,000 130,000

自賠責保険(3年） 30,910 25,730

任意保険(1年） 80,000 80,000

２年目経費用 自動車税・任意保険 114,500 87,200

３年目経費用
自賠責・任意保険・自動車
税・重量税・車検費用

260,000 230,000

４年目経費用 自動車税・任意保険 114,500 87,200

５年目経費用
自賠責・任意保険・自動車
税・重量税・車検費用

260,000 230,000

５年間の燃料費（年間
10,000㎞走行と想定）

【普通車の想定】
・燃費：１㍑あたり15㎞
・価格：１㍑あたり140円
【軽自動車の想定】
・燃費：１㍑あたり15㎞
・価格：１㍑あたり140円

10,000㎞÷15㎞×140円
×5年間＝ 466,670円

10,000㎞÷15㎞×140円
×5年間＝ 350,000円

466,670 350,000

その他費用(修理代・オイル代・タイヤ代等） 100,000 100,000

計(単位:円） 3,126,580 2,320,130

－５－



日時：平成２２年１１月１５・１６・１７日、（各日）２時間
参加者及び対象者：高崎地区ハイヤー協議会

１５事業者、乗務員 合計５２２名
講習内容：「接客マナー研修」（外部講師に依頼）
※同時開催：交通事故防止に係る講話（高崎警察署交通課）

ぐんまDCについて（高崎市観光課）
認知証について（高崎市長寿社会課）

タクシーサービスの活性化について
さらに良質なサービスを提供するために「接客マナー」講習の開催

中・西毛・東毛交通圏

－６－

高崎地区

日時：平成２３年５月１７・１８・１９日、（各日）２時間
参加者及び対象者：前橋地区ハイヤー協会、

１１事業者、乗務員合計４１３名
講習内容：「接客マナー研修」（外部講師に依頼）
※同時開催：ぐんまDCについて（前橋市観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会）

前橋地区

館林地区

日時：平成２３年２月２３・２４日、（各日）２時間
参加者及び対象者：県ハイヤー協会館林地区

５事業者、乗務員合計１２０名
講習内容：「接客講習」（外部講師に依頼）

太田地区

日時：平成２２年１１月２９・３０日、（各日）２時間
参加者及び対象者：県ハイヤー協会太田地区

８事業者、乗務員合計１５０名
講習内容：「マナーアップ研修」（外部講師に依頼）
※同時開催：タクシー乗務員が薦める観光スポットについて

→「太田観光マップ」作成



【資料５】
第６回 中・西毛交通圏タクシー特定地域協議会

東 毛交通圏タクシー特定地域協議会

平成23年4月13日付け通達
「特定地域におけるタクシー事業者の経営状況
等に関する調査･監査の実施について」について

平成２３年７月２２日

関東運輸局 群馬運輸支局
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自動車交通局安全政策課長 
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（公印省略） 

 

特定地域におけるタクシー事業者の経営状況等に関する調査・監査の 

実施について 

 

 

タクシー事業については、長期的に需要が減少傾向にある中、地域によっては、

タクシー車両数の増加などにより収益基盤の悪化や運転者の労働条件の悪化等の

問題が生じ、タクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難

な状況となっている。 

このような状況を踏まえ、平成 21 年 10 月より施行された「特定地域における

一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」に基づき、

国土交通大臣が供給過剰の進行等の問題が見られる地域として指定する特定地域

においては、タクシー事業の適正化及び活性化を推進するため、タクシー事業者

が特定事業と相まった事業再構築を定め、供給輸送力の減少、経営の合理化に取

り組んでいるところである。 

今般、同法附帯決議における「特定地域において協議会に参加しない事業者、

減車等に協力しない事業者に対しては、タクシー事業の適正化、活性化を推進す

る観点から、その経営状況を十分に確認する等の措置を講じること。」の趣旨を踏

まえ、下記のとおり調査・監査を実施することとしたので、対応されたい。 

また、本調査・監査を円滑かつ効率的に実施するため、地域の実情を踏まえ、

貴局において必要と判断する場合には、調査票送付前にヒアリング等を実施され

たい。 

なお、本件については、社団法人全国乗用自動車連合会会長あて、別添のとお

り通知したので申し添える。 

 

 

記 

1.輸送部門における対応 

(1) 協議会に参加しない事業者及び減車等に協力しない事業者など調査の対象

となる事業者リストを作成すること。 

なお、減車等が進んでいない特定地域においては、原則として当該地域内

の全事業者を対象とすること。 

(2) 当該対象事業者に対しては、道路運送法第 94 条第 1項に基づき、調査票（別

紙様式を参照の上、貴局において作成すること。）を送付し、30 日程度の報

告期限を設け、必要事項を記入の上、報告するよう指示すること。 

なお、当該調査票については、最低直近の 1ヶ月分を記入させること。 

(3) 報告された当該調査票については、収支状況を確認するとともに、乗務距

離の最高限度（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」という。）第

22 条により指定する地域に限る。）の遵守状況や拘束時間の遵守状況につい

て精査すること。 

(4) 当該調査票を基に対面調査を実施すること。 

なお、当該対面調査に当たっては、当該調査票の記入事項の根拠となる資

料（乗務記録（運輸規則第 25条第 3項に規定する記録）、点呼記録（運輸規

則第 24条第 3項に規定する記録）及びその他資料）について、当該調査票の

対象となる期間分を用意するよう指示すること。 

(5) 調査の結果、法令違反（関連書類の未提出を含む。）の疑いが生じた場合に

は、具体的な法令違反の疑いの内容を精査し、調査対象事業者に当該法令違

反について事実確認を行うとともに、改善指導を行うこと。 

(6) 調査結果に関係資料を添えて、監査部門に情報を提供すること。 

(7) 地域におけるタクシー事業の適正化、活性化の状況を踏まえ、輸送部門に

おいて必要と判断する場合には、本調査を定期的に繰り返し実施すること。 

 

2.監査部門における対応 

監査部門においては、上記 1.(6)における情報の提供を受け、「旅客自動車運

送事業の監査方針について（平成 21年 9月 29日付け国自安第 56号、国自旅第

124 号、国自整第 50 号）」及び「旅客自動車運送事業の監査方針の細部取扱い

について（平成 21 年 9月 29 日付け国自安第 57号、国自旅第 125 号、国自整第

51号）」に基づき、当該事業者に対して適切な措置を講ずること。 




